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⑯埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 発  言  者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

司会  

 

 

 

 

 

 

司会  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

事務局  

 

事務局  

 

 

司会  

 

 

議長  

 

 

１  開会  

２  委嘱状交付（代表受領）  

  副市長（市長代理）より長谷川盛雄委員に委嘱状交付  

３  あいさつ  

  石川副市長（あいさつ後、退席）  

４  自己紹介  

  委員及び事務局  

５  会長及び副会長の選出  

  会長及び副会長の選出であるが、行田市人権施策推進審議会

条例では、第５条第１項に「審議会に会長及び副会長を置き、

委員の互選によりこれを定める。」と規定されている。ご意見は

あるか。  

 （事務局に一任の声）  

  事務局一任の声があったので、事務局の案を発表させていた

だくがよろしいか。  

 （異議なし）  

  会長を内田様、副会長を多田様にお願いしたい。  

 （異議なし）  

  本審議会会長を内田様、副会長を多田様にお願いする。  

 （内田会長及び多田副会長が、会長席・副会長席に移動）  

 （会長  就任あいさつ）  

  次に、議題に入るが、行田市人権施策推進審議会条例第６条

第１項で「会議は会長が議長となる。」と規定されている。会長

に議長をお願いする。  

６  議題  

  規定に基づき、しばらくの間、議長を務める。円滑な議事進

行について、委員の皆様のご協力をお願いする。  
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  それでは、議事に入る。  

 （１）行田市人権施策推進基本方針等の見直しの概要について  

 （２）今後のスケジュールについて  

  以上を一括して、事務局の説明を求める。  

 （資料④及び⑤を用い、事務局より説明）  

  事務局の説明に対し、何かご意見、ご質問はあるか。  

  今後の審議会の開催日程について、可能ならば火曜日又は水

曜日に開催して欲しい。  

  会議室の施設予約の都合もあるが、最大限配慮する。  

  今後のスケジュールについての説明では、令和５年３月まで

で一区切りとなるようだが、委嘱状の任期は令和４年１０月１

日から令和６年９月３０日までとなっている。なぜか。  

  行田市人権施策推進審議会条例では、「任期は２年とする」と

規定されている。今回、人権に関する４つの基本方針を改定す

るためご審議していただき、令和５年３月に完了する予定だが、

別の要因で４月以降に改定する可能性もある。また人権に関す

る基本方針の改定に限らず、市の人権に関する施策に関してご

意見をいただくこともあり得る。こうしたことから、条例に規

定された任期である２年間とさせていただいた。  

（他に意見、質問なし）  

  以上をもって、本日の議事は終了した。ご協力ありがとう。

これをもって、議長の職を解かせていただく。  

７  閉会  

 


